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香港、賃貸物件の原状回復費用に関する損金算入、使用
期間満了後に取得した中古建物の減価償却を認める法案
が公表

2024年10月18日（金）、2024年度内国歳入法改正法案（賃貸物件の原状回
復費用の損金算入及び建物・構築物に対する減価償却）1（以下、「法案」）が政
府官報に掲載されました。

この法案は、内国歳入法（以下、「IRO」）を改正し、2024～25年度予算案で提
案された以下の事業所得税に対する改善措置を、2024/25年度から実施する
ことを目的としています。

(a) 賃借人が賃貸物件の原状回復に要した費用（以下、「原状回復費用」）に
対する損金算入を認める。

(b) 商業用又は工業用の建物・構造物に関する年次減価償却の期限が撤廃
され、IROの現行規定で定められている25年又は50年の使用期間満了後

に古い建物・構造物を購入した場合も、その建物・構造物について工業用
又は商業用の建物・構造物に関する年次減価償却を認める。

本号では、この法案の背景と主な規定について説明いたします。本法案に
ついてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。

1. この法案は以下のリンクからアクセスできます。

(Tax Deductions for Leased Premises Reinstatement and Allowances for Buildings and 
Structures) Bill 2024、香港立法会、
https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/bills/b202410182.pdf （2024年10月22日アクセス）

https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/bills/b202410182.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/bills/b202410182.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/bills/b202410182.pdf
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原状回復費用に関する損金算入
一般的に、不動産の独占的使用権を付与する賃貸借契約は、税務上、納税者の資本性資産となります。そのため、その取得
に要する費用（原状回復費用を含む）は資本的性質を有します。したがって、現行のIROのセクション17（1）（c）に基づき、原状
回復費用の損金算入は認められません。

そこで、さまざまな専門団体は財務長官に対して意見書を提出し、企業が事業所の移転、拡張、又は縮小を行う際には必然的
に原状回復費用が発生するため、これが企業の通常の事業費用に相当すると主張しています。

また、シンガポールでは、2015年6月以降、一般的に原状回復費用の損金算入を認める実務慣行となっていることを指摘し、
香港でも同様の慣行を採用すれば香港の税制上の競争力が向上することにつながると主張しています。

財務長官は、これらの提案に対して前向きな反応を示し、今年初めの2024～25年度予算案で企業の税負担を軽減するため
の措置を公表しました。

この法案では、以下の条件を満たす場合、原状回復費用の損金算入が認められます。

(a) 損金算入を申告する側が賃貸借契約の賃借人である。

(b) 損金算入を申告する側が、賃貸借契約期間の満了時又は早期解約時に、該当する賃貸物件を原状回復する義務、

もしくは原状回復費用の全部又は一部を支払う義務（明示的か黙示的かを問わず、又は賃貸借契約自体から生じるもの
か、賃貸人と賃借人間の別途の合意から生じるものかを問わない）を負っている。

(c) 当該原状回復費用は、香港公認会計士協会が公表し、適宜改訂される香港財務報告基準第16号「リース」、又はその他

の類似の会計基準に基づいて計上される引当金とは関係しない。この要件は、請求される費用が実際に発生したもので
あること、すなわち、リース会計基準によって認識された引当金の償却ではないことを明確にしている。

(d) 申告した原状回復費用の額が状況に照らして合理的である。

本法案では、「原状回復費用」について、「賃貸借契約の賃借人が、当該契約に基づく物件の原状回復義務を履行するために
賃貸人に支払った、又は支払うべき金額」を含むものと定義しています。つまり、物件の原状回復に代えて賃借人が賃貸人に
支払う金額も損金算入の対象となることを意味します。

上記（d）の条件については、内国歳入局（以下、「IRD」）のウェブサイトに掲載されている「原状回復費用の税務上の取扱いに
関するよくある質問（以下、「FAQ集」）」では、IRDが各事案の事実関係と状況を個別に検討することが示されています。ここで
いう「合理的な」金額とは、独立企業間原則に従って算定され、かつ、類似の賃借物件（例えば、同様の性質や規模の賃貸
物件）を原状回復する際の市場価格から著しく乖離（かいり）しない金額であると解釈されています。

また、当該FAQ集には、原状回復費用の損金算入の対象となる建物の種類（雇用主の賃貸住宅など）に制限はないと示して
います。

この損金算入案は、2024年4月1日以降の年度に適用されます。

使用期間の満了後に取得した中古の建物・構築物に対する商業用・工業用建築物に
ついての減価償却

現行の規定

IROの現行規定の下では、購入者がIROの現行規定で定められている25年又は50年の使用期間が経過した中古の建物・
構築物の購入に要した費用を負担した場合、当該建物・構築物に対する商業用・工業用建築物の減価償却は認められません。

2024/25年度以前に使用期間が満了した中古の工業用建物・構築物の購入者は、当該建物・構築物の関連する権利の取得
にかかる費用を負担したにもかかわらず、工業用建築物の減価償却が認められない状況に直面しています。
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この不利な税務上の取扱いは、2024/25年度以降に使用期間が満了する中古の工業用建物・構築物を購入する場合にも
適用されます。

中古商業用建物・構築物については、その使用期間は2024/25年度から満了していきます。そのような建物・構築物の購入
者は、通常、関連する権利の取得にかかる費用を負担しているにもかかわらず、商業用建築物の減価償却が認められません。

本法案による改正提案

長期的には、このような税務上の取扱いは、購入者が中古の建物・構造物を購入する意欲を減退させる可能性があることを
認識し、本法案は次の措置を提案しています。

(a) 商業用又は工業用の建物・構築物（使用期間が満了していないもの）が、2024/25年度以前の基準期間に買い手に
よって購入・使用される場合、現行のIROに規定されているのと同じ方法で減価償却が認められます。

(b) また、

(i) 工業用の建物・構造物（使用期間が満了しているもの）が、2024/25年度以前の基準期間に、買い手によって
購入・使用される場合

(ii) 商業用又は工業用の建物・構築物（使用期間が満了しているかどうかにかかわらず）が、2024年4月1日以降の
年度の基準期間中に買い手によって購入・使用される場合

2024/25年度以降、購入の際の支出額が全額償却されるまでの間、当初残額に対して年次4%の減価償却が認めら
れます。

(c) 上記の（a）及び（b）のいずれか場合においても、売り手は、IROの現行の規定に従って引き続き、残高調整の対象と
なります。

本号の別添には、使用期間が終了した後に中古の建物・構築物を購入した場合、現行のIROの規定では商業用又は工業用の
年次減価償却が認められない理由と、この状況が本法案でどのように対処されるかを示す設例を記載しています。

論評

EYは、香港政府が本法案を導入し、現行のIROの規定では、使用期間満了後の中古建物や構築物の購入費用に対して商業
用又は工業用建築物の年次減価償却が認められないという異常事態を是正することで、香港の税制上の競争力を強化する
ことを歓迎します。

本法案で注目すべき点は、政府が諸専門団体からの提案を受け入れ、シンガポールの実務慣行とは異なり、事業終了時に
発生する原状回復費用の損金算入を認めるということです。

この点に関する諸専門団体からの主張は、原状回復費用は、企業が事業運営を継続するために不動産賃貸借契約を締結

する際に発生する費用というものです。そのため、従業員雇用に伴う退職金と同様に、事業終了時に発生する原状回復費用も
企業の利益を生み出すために発生したものと見なされ、損金算入が認められるべきです。

もうひとつの注目すべき点は、2024/25年度以降に未使用期間が残存する中古の建物・構造物を購入した場合、現行のIRO

の規定では、建物の残存使用期間に基づいて償却が認められていますが、新法案では商業用・工業用建築物について、購入
時の支出金額に対して4%のみ（25年分）の年次減価償却が認められることとなります。これにより、法案の下で申告可能な
商業用又は工業用建築物に関する年次減価償却額は、現行法よりも少なくなる可能性があります。

本法案についてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。



Hong Kong Tax Alert3

別添 – （i）使用期間が満了した後に中古の建物・構築物を購入取得した場合、現行のIRO下では商業用又は工業用の年次減
価償却を申告できない理由と、（ii）この状況が法案でどのように対処されるかを示す設例

工業用の建物・構造物

1965/66年度の基準期間の開始日以降に初めて使用された工業用建物・構築物の使用期間は25年と定められています。

現行法

設例1 –使用期間が満了

した工業用建物を

2024/25年度以前に

購入・使用する

設例2a – 使用期間が満了

した工業用建物を

2024/25年度に購入・

使用する

設例2b –使用期間が満了

していない工業用建物を

2024/25年度に購入・

使用する

物件X

使用目的 工業用建物

初年度 1990/91年度 1998/99年度 2009/10年度

25年目 2014/15年度 2023/24年度 2034/35年度

A社からB社へ売却する年度 2020/21年度 2024/25年度

A社

適格設備投資 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

控除：初回減価償却

[注記i]

($200,000) ($200,000) ($200,000)

控除：年次減価償却

[注記ii]

($800,000) ($800,000) $1,000,000x4%x15 

=($600,000)

売却直前の残存価額 $0 $0 $200,000

控除：売却収益 ($500,000) ($500,000) ($500,000)

差し引き課税対象額 $500,000 $500,000 $300,000

B社

購入直後の残存価額

[注記iii]

$500,000 $500,000 $500,000

2020/21年度以降の年次減価償却 $500,000/(25-30) 

=なし [注記v]

2024/25年度以降の年次減価償却 $500,000/(25-26)       =

なし [注記v]

$500,000/(25-15) 

=$50,000 [注記iv]

改正案

B社

2024/25年度の年次減価償却 $500,000 x 4% = $20,000

注記

(i) 初回減価償却額は、適格設備投資の20%に基づいて計算されています（つまり、$1,000,000 x 20% = $200,000）。

(ii) 年次減価償却額は、適格設備投資が全額償却される年度まで、適格設備投資の4%に基づいて計算されています。

(iii) 購入直後の残存価額 = 売却直前の残存価額 ±差し引き課税対象額/（減価償却）

(iv) 設例2bのB社には、IROのセクション34（2）に規定された以下の計算式に基づき、工業用建物に対する年次減価償却が
認められます。

購入直後の残存価額 x
1

（25 −A社での使用開始年から売却年度までの年数）

(v) 上記設例1と2aのB社には、分母がマイナスである場合、所定の計算式に従って年次減価償却が認められません。これは、
使用期間が満了した中古の工業用建物・構造物を購入した場合には、年次減価償却が認められないことを意味します。
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商業用建物・建築物

商業用の建物・構築物の使用期間は25年と定められています。

現行法

設例3a – 使用期間が満了した商業用

建物を2024/25年度に購入・使用する

設例3b – 使用期間が満了していない

商業用建物を2024/25年度に購入・

使用する

物件Y

使用目的 商業用建物

初年度 1998/99年度 2009/10年度

25年目 2023/24年度 2034/35年度

A社からB社へ売却する年度 2024/25年度

A社

適格設備投資 $1,000,000 $1,000,000

控除：申告した年次減価償却[注記i] $1,000,000x4%x25          

=($1,000,000)

$1,000,000x4%x15              

=($600,000)

売却直前の残存価額 $0 $400,000

控除：売却収益 ($500,000) ($500,000)

差し引き課税対象額 $500,000 $100,000

B社

購入直後の残存価額

[注記ii]

$500,000 $500,000

2024/25年度の年次減価償却 $500,000/(25-26)                              

=なし [注記iv]

$500,000/(25-15)                     

=$50,000 [注記iii]

改正案

B社

2024/25年度の年次減価償却 $500,000 x 4% = $20,000

注記

(i) 年次減価償却額は、適格設備投資の4%に基づいて計算されています。

(ii) 購入直後の残存価額 = 売却直前の残存価額 ±差し引き課税対象額/（減価償却）

(iii) 設例3bのB社には、IROのセクション33A（2）に規定された以下の計算式に基づき、商業用建物に対する年次減価償却

が認められます。

   購入直後の残存価額 x
1

（25 −A社での使用開始年から売却年度までの年数）

(iv) 記設例3aのB社には、分母がマイナスである場合、所定の計算式に従って年次減価償却が認められません。これは、

使用期間が満了した中古の商業用建物・構造物を購入した場合には、年次減価償却が認められないことを意味します。
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